
規 則

�愛媛県規則第６３号
建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

建築士法施行細則の一部を改正する規則

建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（総則）

第２条 法、政令、省令及びこの規則により、国土交通大臣又は知

事に提出する申請書、届出書、受験申込書その他の書類（法第１５

条の６第１項の規定により知事が指定する者（以下「県指定試験

機関」という。）に係るものを除く。）は、住所地を管轄する地

方局長を経由しなければならない。

（登録事項）

第６条 名簿に登録する事項は、次の通りとする。

� 省略

�

氏名、生年月日及び性別

� 省略

� 法第１０条第１項の規定による戒告、業務停止又は免許取消し

の処分及びこれらの処分を受けた年月日

� 法第２２条の２第１号から第３号までに定める講習を受けた年

月日及び当該講習の修了証の番号

� 法第２４条第２項に規定する講習の課程を修了した者にあつて

は、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

（免許の取消しの申請及び免許証の返納）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 二級建築士又は木造建築士が法第９条第１項（第１号及び第２

号を除き、第３号にあつては法第８条の２第３号に掲げる場合に

該当する場合に限る。）又は法第１０条第１項の規定により免許を

取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から１０日

以内に、免許証を知事に返納しなければならない。

第１２条 省略

（名簿の閲覧）

第１２条の２ 法第６条第２項の規定による二級建築士名簿及び木造

（総則）

第２条 法、政令、省令及びこの規則により、国土交通大臣又は知

事に提出する申請書、届出書、受験申込書その他の書類（法第１５

条の１７第１項の規定により知事が指定する者（以下「県指定試験

機関」という。）に係るものを除く。）は、住所地を管轄する地

方局長を経由しなければならない。

（登録事項）

第６条 名簿に登録する事項は、次の通りとする。

� 省略

� 本籍地の都道府県名（日本の国籍を有しない者にあつては、

その者の有する国籍名）、氏名、生年月日及び性別

� 省略

� 法第１０条第１項の規定による戒告又は業務停止

の処分及びこれらの処分を受けた年月日

（免許の取消しの申請及び免許証の返納）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 二級建築士又は木造建築士が法第９条第１項（第１号及び第２

号を除く

。）又は法第１０条第１項の規定により免許を

取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から１０日

以内に、免許証を知事に返納しなければならない。

第１２条 省略
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建築士名簿の閲覧は、土木部道路都市局建築住宅課において行

う。

第１２条の３ 省略

第１２条の４ 省略

第１２条の５ 省略

第１２条の６ 省略

第１３条 省略

（指定の申請）

第１８条の２ 法第１５条の６第１項の規定による指定を受けようとす

る者（次項第１１号において「指定申請者」という。）は、次に掲

げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

�～� 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

�～� 省略

� 役員の氏名 及び略歴を記載した書類

�～� 省略

� 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条の３第１項に

規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

� 指定申請者が法第１５条の６第３項において準用する法第１０条

の５第２項各号に該当しない旨を誓約する書面

	 省略

（名称等の変更の届出）

第１８条の３ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用

する法第１０条の６第２項の規定による届出をしようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

（役員の選任及び解任の認可の申請）

第１８条の４ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用

する法第１０条の７第１項の規定により認可を受けようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

２ 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同

項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第１５条の６

第３項において準用する法第１０条の５第２項第４号イ又はロのい

ずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

（試験委員の選任及び解任の届出）

第１８条の５ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用

する法第１５条の３第３項の規定による届出をしようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

（試験事務規程の認可の申請）

第１８条の６ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用

する法第１０条の９第１項前段の規定による認可を受けようとする

ときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを

知事に提出しなければならない。

第１２条の２ 省略

第１２条の３ 省略

第１２条の４ 省略

第１２条の５ 省略

第１２条の６ 省略

（実務経験の内容）

第１３条 法第１５条第１号第２号及び第４号にいう建築に関する実務

の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験、又は単

なる庶務、会計その他これに類する事務に関する経験を含まない

ものとする。

（指定の申請）

第１８条の２ 法第１５条の１７第２項に規定する 指定を受けようとす

る者 は、次に掲

げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

�～� 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

�～� 省略

� 役員の氏名又は名称及び略歴を記載した書類

�～� 省略

� 法第１５条の１７第５項において準用する法第１５条の６第１項に

規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

� 法第１５条の１７第５項において準用する法第１５条の３第２項第

４号イ又はロの規定に関する役員の誓約書

	 省略

（名称等の変更の届出）

第１８条の３ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用

する法第１５条の４第２項の規定による届出をしようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

（役員の選任及び解任の認可の申請）

第１８条の４ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用

する法第１５条の５第１項の規定により認可を受けようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

２ 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同

項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第１５条の１７

第５項において準用する法第１５条の３第２項第４号イ又はロの規

定に関する誓約書 を添えなければならない。

（試験委員の選任及び解任の届出）

第１８条の５ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用

する法第１５条の６第３項の規定による届出をしようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

（試験事務規程の認可の申請）

第１８条の６ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用

する法第１５条の８第１項前段の規定による認可を受けようとする

ときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを

知事に提出しなければならない。

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号外２
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２ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用する法第

１０条の９第１項後段の規定により認可を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

（事業計画等の認可の申請）

第１８条の７ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用

する法第１０条の１０第１項前段の規定により認可を受けようとする

ときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を

添え、これを知事に提出しなければならない。

２ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用する法第

１０条の１０第１項後段の規定により認可を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

（二級建築士等試験事務の実施結果の報告）

第１８条の８ 県指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施した

ときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報

告書を知事に提出しなければならない。

�・� 省略

� 受験申込者数

�～� 省略

２ 省略

３ 第１項の報告書及び前項の添付書類の提出については、これら

の書類が電磁的記録で作成されている場合には、磁気ディスク、

シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイル

に情報を記録したものを知事に交付する方法をもつて行うことが

できる。

（二級建築士等試験事務の休廃止の許可）

第１８条の９ 県指定試験機関は、法第１５条の６第３項において準用

する法第１０条の１５第１項の規定により許可を受けようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

（県指定試験機関の指定等の公示）

第１８条の１０ 法第１５条の６第３項において準用する法第１０条の６第

１項及び第３項、法第１０条の１５第３項、法第１０条の１６第３項並び

に法第１０条の１７第３項の規定による公示は、愛媛県報で告示する

ことによつて行う。

第２号様式（第５条関係） 二級建築士免許証

２ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用する法第

１５条の８第１項後段の規定により認可を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

（事業計画等の認可の申請）

第１８条の７ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用

する法第１５条の９第１項前段の規定により認可を受けようとする

ときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を

添え、これを知事に提出しなければならない。

２ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用する法第

１５条の９第１項後段の規定により認可を受けようとするときは、

次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

（二級建築士等試験事務の実施結果の報告）

第１８条の８ 県指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施した

ときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報

告書を知事に提出しなければならない。

�・� 省略

� 受験申請者数

�～� 省略

２ 省略

（二級建築士等試験事務の休廃止の許可）

第１８条の９ 県指定試験機関は、法第１５条の１７第５項において準用

する法第１５条の１３第１項の規定により許可を受けようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければな

らない。

�～� 省略

（県指定試験機関の指定等の公示）

第１８条の１０ 法第１５条の１７第５項において準用する法第１５条の４第

１項及び第３項、法第１５条の１３第２項、法第１５条の１４第４項並び

に法第１５条の１５第２項の規定による公示は、愛媛県報で告示する

ことによつて行う。

第２号様式（第５条関係） 二級建築士免許証

省略

省略

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）により二級建築士の免許

を与えたことを証する。

省略

省略

本籍地

省略

昭和２５年法律第２０２号建築士法 により二級建築士の免許

を与えたことを証する。

省略

注 省略

第３号様式（第５条関係） 木造建築士免許証

注 省略

第３号様式（第５条関係） 木造建築士免許証

省略

省略

省略

本籍地

省略

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号外２
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告 示

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）により木造建築士の免

許を与えたことを証する。

省略

昭和２５年法律第２０２号建築士法 により木造建築士の免

許を与えたことを証する。

省略

注 省略

第５号様式（第１２条の３関係） 省略

第６号様式（第１２条の５関係） 省略

第７号様式（第１２条の６関係） 省略

注 省略

第５号様式（第１２条の２関係） 省略

第６号様式（第１２条の４関係） 省略

第７号様式（第１２条の５関係） 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の建築士法施行細則第２号様式及び第３号様式の規定により交付している書類は、改正後の建築士法施行

細則第２号様式及び第３号様式の規定により交付した書類とみなす。

�愛媛県告示第１６６８号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１５条第３号の規定により同条第１号及び第２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を

次のとおり定め、告示の日から施行し、建築士法第１５条第３号に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格者の指定（昭和４７

年４月愛媛県告示第４１２号。以下「旧告示」という。）は、廃止する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 次の表の左欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる科目を修めて卒業した後、同表の右欄に掲げる年数以上の建築実務（建築士

法第１４条第１号に規定する建築実務をいう。以下同じ。）の経験を有する者

学 校 科 目 年数

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による

大学又は高等専門学校

建築士法第１５条第１号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める

件（平成２０年国土交通省告示第７４３号。以下「第１号告示」という。）の第１

に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるのは、「３０単位」

と読み替えるものとする。）

１年

第１号告示第１に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるの

は、「２０単位」と読み替えるものとする。）
２年

防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４号）によ

る防衛大学校又は職業能力開発促進法（昭

和４４年法律第６４号）による職業能力開発総

合大学校、職業能力開発大学校若しくは職

業能力開発短期大学校

第１号告示第１に規定する科目 ０年

第１号告示第１に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるの

は、「３０単位」と読み替えるものとする。）
１年

第１号告示第１に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるの

は、「２０単位」と読み替えるものとする。）
２年

学校教育法による高等学校又は中等教育学

校

建築士法第１５条第２号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める

件（平成２０年国土交通省告示第７４４号。以下「第２号告示」という。）の第１

に規定する科目（第２号告示第１各号中「２０単位」とあるのは、「１５単位」

と読み替えるものとする。）

４年

注 科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学（短期大学を除く。）にあっては大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）の、

同法による短期大学にあっては短期大学設置基準（昭和５０年文部省令第２１号）の、同法による高等専門学校にあっては高等専門学

校設置基準（昭和３６年文部省令第２３号）の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校又は職業能力開発促進法によ

る職業能力開発総合大学校若しくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準の、同法による職業能力開発短期大学校にあって

は短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指

導要領（平成１１年文部省告示第５８号）の規定の例によるものとする。

２ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が同表の第

２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる年数以上の建

築実務の経験を有する者

学 校 修業年限 科 目 年数

第１号告示第１に規定する科目 ０年

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号外２
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訓 令

学校教育法による高等学校若し

くは中等教育学校又は旧中等学

校令（昭和１８年勅令第３６号）に

よる中等学校

２年

第１号告示第１に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるの

は、「３０単位」と読み替えるものとする。）
１年

第１号告示第１に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるの

は、「２０単位」と読み替えるものとする。）
２年

１年 第２号告示第１に規定する科目 ３年

学校教育法による中学校

２年
第２号告示第１に規定する科目（第２号告示第１各号中「２０単位」とあるの

は、「１５単位」と読み替えるものとする。）
４年

１年
第２号告示第１に規定する科目（第２号告示第１各号中「２０単位」とあるの

は、「１０単位」と読み替えるものとする。）
５年

注 科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準（昭和５１年文部省令第２号）の規定の例によ

るものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

３ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業した後、更に職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業

能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が同表の第２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修めて卒業した後、

それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

学 校 修業年限 科 目 年数

学校教育法による高等学校若し

くは中等教育学校又は旧中等学

校令による中等学校

３年
第１号告示第１に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるの

は、「３０単位」と読み替えるものとする。）
１年

２年
第１号告示第１に規定する科目（第１号告示第１各号中「４０単位」とあるの

は、「２０単位」と読み替えるものとする。）
２年

１年 第２号告示第１に規定する科目 ３年

学校教育法による中学校

３年 第２号告示第１に規定する科目 ３年

２年
第２号告示第１に規定する科目（第２号告示第１各号中「２０単位」とあるの

は、「１５単位」と読み替えるものとする。）
４年

１年
第２号告示第１に規定する科目（第２号告示第１各号中「２０単位」とあるの

は、「１０単位」と読み替えるものとする。）
５年

注 科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

４ 建築士法施行規則（昭和２５年建設省令第３８号）第１７条の１８に規定する建築設備士

５ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧告示１から９までに規定する課程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験を

これらの課程に応じてそれぞれ旧告示１から９までに定める年数に満たない年数しか有しない者で、施行日以後に施行日前の建築に関す

る実務の経験年数と施行日以後の建築実務の経験年数を合わせてこれらの課程に応じてそれぞれ旧告示１から９までに定める年数以上有

することとなるもの

６ 施行日前から引き続き旧告示１から５まで及び７に規定する課程に在学する者で、施行日以後にこれらの課程を修めて卒業した後、こ

れらの課程の種類に応じてそれぞれ旧告示１から５まで及び７に定める年数以上の建築実務の経験を有することとなるもの

７ １から６までに掲げる者のほか、知事が建築士法第１５条第１号及び第２号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

�愛媛県訓令第２２号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項
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組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１～５

省略

建

築

住

宅

課

１～５

省略

６ 建

築士

法の

施行

に関

する

事務

１ 二級建築士又は木造建築士

の免許に関すること。

６ 建

築士

法の

施行

に関

する

事務

１ 二級建築士又は木造建築士

の免許に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 免許証の返納の受理（第５

条第３項）

○

� 省略 � 省略

� 名簿の閲覧（第６条第２

項）

○

� 省略 � 省略

２ 二級建築士試験又は木造建

築士試験に関すること。

２ 二級建築士試験又は木造建

築士試験に関すること。

� 試験の実施（第１０条の１７第

２項、第３項、第１３条、第１５

条の６第３項

、細則第１７条）

○ � 試験の実施（

第１３条、第１５

条の１５第１項、第２項、第１５

条の１７第５項、細則第１７条）

○

� 省略 � 省略

３ 県指定試験機関に関するこ

と。

３ 県指定試験機関に関するこ

と。

� 指定の申請の受理（第１５条

の１７第２項、細則第１８条の

２）

○

� 指定（第１０条の６第１項、

第１５条の６）

○ � 指定（第１５条の４第１項、

第１５条の１７）

○

� 名称等の変更の届出の受理

（第１０条の６第２項、第１５条

の６第３項、細則第１８条の

３）

○ � 名称等の変更の届出の受理

（第１５条の４第２項、第１５条

の１７第５項、細則第１８条の

３）

○

� 名称等の変更に係る公示

（第１０条の６第３項、第１５条

の６第３項）

○ � 名称等の変更に係る公示

（第１５条の４第３項、第１５条

の１７第５項）

○

� 役員の選任及び解任の認可

の申請の受理（第１５条の５第

１項、第１５条の１７第５項、細

則第１８条の４）

○

� 役員の選任及び解任の認可

（第１０条の７第１項、第１５条

の６第３項）

○ � 役員の選任及び解任の認可

（第１５条の５第１項、第１５条

の１７第５項）

○

� 役員等の解任命令（第１０条

の７第２項、第１５条の６第３

項）

○ � 役員 の解任命令（第１５条

の５第２項、第１５条の１７第５

項）

○

� 試験委員の選任及び解任の

届出の受理（第１５条の３第３

項、第１５条の６第３項、細則

○ � 試験委員の選任及び解任の

届出の受理（第１５条の６第３

項、第１５条の１７第５項、細則

○
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第１８条の５） 第１８条の５）

� 試験委員の解任命令（第１５

条の５第２項、第１５条の６第

４項、第１５条の１７第５項）

○

� 試験事務規程の認可及び変

更認可の申請の受理（第１５条

の８第１項、第１５条の１７第５

項、細則第１８条の６）

○

� 試験事務規程の認可及び変

更認可（第１０条の９第１項、

第１５条の２第３項、第１５条の

５第２項、第１５条の６第３項

）

○ � 試験事務規程の認可及び変

更認可（

第１５条の２第３項、第１５条の

８第１項、第３項、第１５条の

１７第５項）

○

� 試験事務規程の変更命令

（第１０条の９第３項、第１５条

の２第３項、第１５条の５第２

項、第１５条の６第３項

）

○ � 試験事務規程の変更命令

（ 第１５条

の２第３項、第１５条の８第２

項、第３項、第１５条の１７第５

項）

○

� 事業計画等の認可及び変更

認可の申請の受理（第１５条の

９第１項、第１５条の１７第５

項、細則第１８条の７）

○

� 事業計画等の認可及び変更

認可（第１０条の１０第１項、第

１５条の６第３項）

○ � 事業計画等の認可及び変更

認可（第１５条の９第１項、第

１５条の１７第５項）

○

� 事業報告書及び収支決算書

の受理（第１０条の１０第２項、

第１５条の６第３項）

○ 	 事業報告書及び収支決算書

の受理（第１５条の９第２項、

第１５条の１７第５項）

○

� 監督命令（第１０条の１２、第

１５条の６第３項）

○ 
 監督命令（第１５条の１１、第

１５条の１７第５項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１０条の１３第１項、第１５条

の６第３項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第１５条の１２第１項、第１５条

の１７第５項）

○

� 試験事務の休廃止の許可申

請書の受理（第１５条の１３第１

項、第１５条の１７第５項、細則

第１８条の９）

○

� 試験事務の休廃止の許可

（第１０条の１５第１項、第３

項、第１５条の６第３項）

○  試験事務の休廃止の許可

（第１５条の１３、第１５条の１７第

５項 ）

○

� 指定の取消し等（第１０条の

１６、第１５条の２第３項、第１５

条の５第２項、第１５条の６第

３項）

○ � 指定の取消し等（

第１５条の２第３項、第１５

条の１４、第１５条の１７第５項

）

○

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

７～１８

省略

７～１８

省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成２０年１１月２８日 発行
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